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第１章 計画の基本的事項 
 

第１節 計画策定の背景と趣旨 
 

 介護保険制度は、その創設から２０年が経ち、介護サービスを必要とする高齢者の生活

を社会全体で支え合う仕組みとして、定着し発展してきています。 

 国の第８期計画のイメージは下図となり、団塊の世代全てが７５歳以上となる２０２５

年（令和７年）、その後の団塊ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０年（令和２２年）

には、介護サービスの需要がさらに増加・多様化することが想定される一方で、現役世代

の減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基盤整備の確保も重要となってくる

と考えられています。このため、今後も介護保険制度を持続的・安定的に運営していくこ

とが重要となってきます。 

本町は人口が減少する中、平成３０年をピークとして高齢者数が減少し、国が示すより

も早く高齢化は進展していきます。 
高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画では「住み慣れた地域で安心して、健や

かに暮らせるまちづくり」の基本理念のもと、医療、介護、介護予防、住まい及び自立し

た生活の支援を包括的に提供する「地域包括ケアシステム」を推進してきました。 

今後は、上記の状況を踏まえ、また、町民が抱える課題が複雑化・複合化してきている

ことから、包括的な支援体制「地域共生社会」の構築をはじめ、サービス基盤の整備や、

地域づくりに取り組むことが重要です。 

 令和２年度に実施した要介護状態となる前の６５歳以上の高齢者を対象とした「介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査」や要介護者を対象とした「在宅介護実態調査」の他、日頃

の相談や活動、庁内関係部署との話し合いによる現状と課題を踏まえ、「置戸町高齢者保

健福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定します。 

  

 

 

介護保険制度改革（イメージ） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域共生社会の実現と２０４０年への備え 

介護保険制度改革（イメージ） 

１．介護予防・地域づくりの推進 

〜健康寿命の延伸〜 

／「共生」・「予防」を両輪とする 

認知症施策の総合的推進 

２．地域包括ケアシステムの推進 

〜地域特性に応じた介護基盤整備 

・質の高いケアマネジメント〜 

３．介護現場の革新 

〜人材確保・生産性の向上〜 

 

 
保険者機能の強化 データ利活用のための ICT 基盤整備 

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施 

出典 社会保障審議会 

介護保険部会意見参考資料 

国の第８期計画のイメージ 
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第２節 計画の位置づけ等 
 

 
 

 

本計画は、「置戸町まちづくり基本条例」を基本として策定された「笑顔と夢を未来に

つなぐまち おけと」をまちの将来像として設定した「第６次置戸町総合計画」に基づく

個別計画として位置づけます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置 戸 町 民 憲 章 

置戸町まちづくり基本条例 

まち･ひと･しごと創生総合戦略 

各分野の個別計画 

第２期置戸町健康増進計画 

第３期置戸町障がい者計画 

置戸町住生活基本計画 

置戸町公営住宅等長寿命化計画 

老人福祉法 介護保険法 

 

介護保険事業計画基本指針 

第８期「北海道高齢者保健福祉

計画・介護保険事業支援計画」 

置戸町地域防災計画 

国 

北海道 

指針 

連動 

置戸町新型インフルエンザ等 

対策行動計画 

１ 計画の位置づけ 
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第８期計画は、令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３

か年を計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２７（2015）年 令和７（2025）年 

 

団塊の世代が６５歳に                  団塊の世代が７５歳に 

 

 

 

 

  

この計画は、次の法令等を根拠として策定します。 

 

ア 高齢者保健福祉計画 

  ○老人福祉法 

  ○「第８期介護保険事業計画の作成に併せた老人福祉計画の見直しについて」 

 

 イ 介護保険事業計画 

  ○介護保険法 

  ○「介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

第６期計画 

H27

（2015） 

〜 

H29

（2017） 

第７期計画 

H30

（2018） 

〜 

R2

（2020） 

第８期計画 

R3（2021） 

～ 

R5（2023） 

令和２２（２０４０）年までの見通し 

２ 計画の期間 

３ 法令等の根拠 

第９期計画 

R６

（2024） 

〜 

R８

（2026） 


